
（別記３－１） 

国内産いもでん粉工場生産性向上整備事業に係る費用対効果分析の実施手法 

第１ 趣旨 

国内産いもでん粉工場生産性向上整備事業に係る費用対効果分析の実施に当たって

は、第２から第４までに定める手法により行うものとする。 

第２ 費用対効果の算定方法 

１ 費用対効果の算定は、原則として、次式により行うものとする。 

投資効率＝妥当投資額÷総事業費 

２ 妥当投資額の算定は、次の（１）から（４）までにより行うものとする。 

（１）妥当投資額は、次式により算定するものとする。廃用損失額がある場合には、当該

廃用損失額を控除することにより妥当投資額を算出するものとする。 

妥当投資額＝年総効果額÷還元率－廃用損失額 

（２）妥当投資額の算定に用いる年総効果額は、第３に掲げる効果項目ごとの年効果額を

合算して算定するものとする。 

（３）妥当投資額の算定に用いる還元率は、次式により算定するものとする。

還元率＝｛ｉ×（１＋ｉ）ｎ｝÷｛（１＋ｉ）ｎ－１｝（別表１参照）

ｉ＝割引率＝０．０４

ｎ＝総合耐用年数＝事業費合計額÷施設等別年事業費の合計額

ただし、施設等別年事業費＝施設等別事業費÷当該施設等耐用年数

この場合において、当該施設等耐用年数は、財務省令及び交付規則別表に定めるとこ

ろによる。 

（４）算定の基礎とする数値は、事業実施計画（様式５－３）の内容と整合性のとれたも

のでなければならない。 

３ 総事業費は、効果の発生に係る労働生産の向上等のための整備の投下資金の総額とす

る。 

第３ 投資効率の算定に用いる年効果額等 

投資効率の算出に用いる年効果額等の算定は、次により行うものとする。 

１ いもでん粉製造の労働生産の向上、効率的な輸送体系の確立、衛生管理高度化及び輸 

出拡大に係る効果 

（１）効果の内容

いもでん粉製造の労働生産の向上に係る効果はア及びイ、効率的な輸送体系の確立

に係る効果はア、イ、オ及びカ、衛生管理の高度化に係る効果はアからウまで、輸出拡

大に係る効果はア、イ及びエに掲げる効果をいう。 

ア 製造コスト削減効果



 

設備改修・整備により、工場の稼働率が向上し、製造コストが削減される効果 

イ 設備維持管理コスト削減効果 

設備改修・整備により、修繕費等の設備の維持管理コストが削減される効果 

ウ 品質向上効果 

設備改修・整備により、でん粉の品質が向上し、工場の販売額が増加する効果 

エ 輸出増加効果 

設備改修・整備により、輸出向けでん粉の生産量が増加し、工場等の販売額が増加

する効果 

  オ 生産力維持効果 

    当該設備を改修・整備しなかった場合に見込まれる工場等の所得の減少が阻止され

ることに関する効果 

  カ 物流コスト抑制効果 

    当該設備を改修・整備しなかった場合に見込まれる工場等の物流コストの増加が抑

制されることに関する効果 

（２）算出方法 

いもでん粉製造の向上に係る効果の年効果額は、次のアからカまで及び２により算

定する年効果額の合計額とする。 

ア 製造コスト削減効果 

現在のいもでん粉の１トン当たり製造コストと整備後のいもでん粉の１トン当た

り製造コストの差に目標年度におけるいもでん粉の年間製造数量を乗じた額とする。 

イ 施設維持管理コスト削減効果 

現状の施設の維持管理に係る年経費と整備後の施設の維持管理に係る年経費の差

とする。 

ウ  品質向上効果 

現在のいもでん粉の１トン当たり販売価格と整備後のいもでん粉の１トン当たり

販売価格の差に目標年度におけるいもでん粉の年間製造数量を乗じた額とする。 

エ 輸出増加効果 

現在のいもでん粉の１トン当たり国内向け販売価格と整備後のいもでん粉の１ト

ン当たり輸出向け販売価格の差に目標年度におけるいもでん粉の年間輸出量を乗じ

た額とする。 

  オ 生産力維持効果 

現在のいもでん粉の取扱量と整備しなかた場合のいもでん粉の取扱量の差に現在

のいもでん粉販売単価及び所得率を乗じた額から製造コスト削減効果（労働費）との

重複を除いた額 

  カ 物流コスト抑制効果 

    現在の物流コストと整備しなかった場合の物流コストの差から製造コスト削減効

果（労働費）及び生産力維持効果との重複を除いた額 

２ その他の効果 



 

１の（１）に掲げる効果以外の効果について、その発生が明らかであり、かつ、算定

が可能な場合に、効果の内容、算出方法等につき国が適当と認めるときは、当該効果

について年効果額を算定することができる（様式は任意とする）。 

第４ 費用対効果（投資効率）算定の様式 

費用対効果（投資効率）算定に当たっては、第２及び第３に定めるところに従い、別

記３－１別紙様式により行うものとする。 

  



 

別表１ 

 還元率一覧表 

ｎ 還元率 ｎ 還元率 

５ ０．２２４６ ３３ ０．０５５１ 

６ ０．１９０８ ３４ ０．０５４３ 

７ ０．１６６６ ３５ ０．０５３６ 

８ ０．１４８５ ３６ ０．０５２９ 

９ ０．１３４５ ３７ ０．０５２２ 

１０ ０．１２３３ ３８ ０．０５１６ 

１１ ０．１１４２ ３９ ０．０５１１ 

１２ ０．１０６６ ４０ ０．０５０５ 

１３ ０．１００１ ４１ ０．０５００ 

１４ ０．０９４７ ４２ ０．０４９５ 

１５ ０．０８９９ ４３ ０．０４９１ 

１６ ０．０８５８ ４４ ０．０４８７ 

１７ ０．０８２２ ４５ ０．０４８３ 

１８ ０．０７９０ ４６ ０．０４７９ 

１９ ０．０７６１ ４７ ０．０４７５ 

２０ ０．０７３６ ４８ ０．０４７２ 

２１ ０．０７１３ ４９ ０．０４６９ 

２２ ０．０６９２ ５０ ０．０４６６ 

２３ ０．０６７３ ５１ ０．０４６３ 

２４ ０．０６５６ ５２ ０．０４６０ 

２５ ０．０６４０ ５３ ０．０４５７ 

２６ ０．０６２６ ５４ ０．０４５５ 

２７ ０．０６１２ ５５ ０．０４５２ 

２８ ０．０６００ ６０ ０．０４４２ 

２９ ０．０５８９ ８０ ０．０４１８ 

３０ ０．０５７８ ９０ ０．０４１２ 

３１ ０．０５６９ １００ ０．０４０８ 

３２ ０．０５５９   

 


